
1 

 

藤井寺市地域防災計画 令和６年度運用変更 新旧対照表 
改正後 改正前 

表紙 
令和３年３月 

（令和６年  月一部運用変更） 

 

第１編  総 則 
第２節 市の概況 
第２ 社会的条件 

１．人 口 

市の人口は、令和５年９月末で６２，７７０人であり、出生数の低下に

よる自然増の縮小と転出超過により、平成７年度をピークにゆるやかな減

少傾向が続いている。 

２．（略） 

３．産 業 

藤井寺駅前の大型商業施設（イオン藤井寺ショッピングセンター）が市

の商業施設の中核をなし、藤井寺駅及び道明寺駅の各駅前には商店街が存

在する。 

商店数は４５６店で、このうち卸売業が８１店、小売業が３７５店であ

り、年間販売額は卸売業が約４７８億円、小売業が約４７２億円である。

（令和３年） 

製造業事業所数は８３事業所で、従業者数は１，９００人、製造品出荷

額は約３８９億円である。（令和４年） 

農家数は１７３戸、耕地面積は約５０haである。(令和４年） 

表紙 
令和３年３月 

 

 

第１編  総 則 
第２節 市の概況 
第２ 社会的条件 

１．人 口 

市の人口は、令和２年９月末で６４，２２２人であり、出生数の低下に

よる自然増の縮小と転出超過により、平成７年度をピークにゆるやかな減

少傾向が続いている。 

２．（略） 

３．産 業 

藤井寺駅前の大型商業施設（イオン藤井寺ショッピングセンター）が市

の商業施設の中核をなし、藤井寺駅及び道明寺駅の各駅前には商店街が存

在する。 

商店数は４８８店で、このうち卸売業が８９店、小売業が３９９店であ

り、年間販売額は卸売業が約４３２億円、小売業が約４５８億円である。

（平成２８年） 

製造業事業所数は６８事業所で、従業者数は２，３２９人、製造品出荷

額は約５２２億円である。（平成３０年） 

農家数は１９４戸、耕地面積は約５５haである。(令和元年） 

資料 1－2 
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改正後 改正前 
 

第５節 防災関係機関の基本的責務と業務大綱 
市、大阪南消防組合（以下「消防組合」という。）、府、羽曳野警察署（以下

「警察署」という。）、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、

公共的団体、その他防災上重要な施設の管理者は、災害の未然防止と被害の軽

減を図るため、相互に連携・協力し、次に挙げる事務又は業務について、総合

的かつ計画的に防災対策として実施することにより災害に対する危機管理機

能の向上に努めるものとする。 

 

第１ 藤井寺市 

１．対策本部総括 

（１）（略） 

（２）会計室 

□ 国・府等からの見舞金の出納に関すること 

□ 見舞金・災害応急対策経費の支払いに関すること 

□ その他経費の支払いに関すること 

（３）（４）（略） 

２．政策企画対策部 

（１）秘書課 

□ 本部長・副本部長（副市長）の秘書に関すること 

□ 渉外に関すること 

□ 見舞者等への応接に関すること 

（２）戦略調整課 

□ 復旧・復興の総括的計画に関すること 

□ 海外からの応援協力等に対する連絡調整に関すること 

 

第５節 防災関係機関の基本的責務と業務大綱 
市、柏原羽曳野藤井寺消防組合（以下「消防組合」という。）、府、羽曳野警

察署（以下「警察署」という。）、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方

公共機関、公共的団体、その他防災上重要な施設の管理者は、災害の未然防止

と被害の軽減を図るため、相互に連携・協力し、次に挙げる事務又は業務につ

いて、総合的かつ計画的に防災対策として実施することにより災害に対する危

機管理機能の向上に努めるものとする。 

 

第１ 藤井寺市 

１．対策本部総括 

（１）（略） 

（２）会計室 

□ 見舞金の出納に関すること 

□ 災害応急対策経費の支払いに関すること 

□ その他経費の支払いに関すること 

（３）（４）（略） 
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改正後 改正前 

（３）ＤＸ推進課 

□ 情報機器の保全に関すること 

（４）魅力発信課 

□ 災害に関する写真・ビデオ等による記録に関すること 

□ 報道機関との連絡調整及び災害広報に関すること 

□ 避難指示等の広報に関すること 

３．総務対策部 

（１）管財課 

□ 庁舎、電気施設の保全に関すること 

□ 庁舎の警備に関すること 

□ 災害用車両の調達配分計画及び燃料の確保に関すること 

□ 庁舎の被害調査及び応急措置に関すること 

□ 公有財産の被害調査及び応急措置に関すること 

（２）人事課 

□ 職員の安否確認に関すること 

□ 職員の公務災害等の補償に関すること 

□ 職員の仮眠室等、健康管理に関すること 

□ 職員の給食及び被服等に関すること 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．総務対策部 

（１）総務課 

□ 庁舎、電気施設の保全に関すること 

□ 庁舎の警備に関すること 

□ 災害用車両の調達配分計画及び燃料の確保に関すること 

□ 庁舎の被害調査及び応急措置に関すること 

 

 

 

 

 

 

（２）資産活用課 

□ 公有財産の被害調査及び応急措置に関すること 

□ 市有建物の応急修理及び緊急装置の準備に関すること 

□ 応急仮設住宅の建設に関すること 

□ 所管工事現場の災害防止に関すること 

□ 復旧工事に係る委託業者及び機械の動員、配置並びに応急対策活動
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改正後 改正前 

（削除） 

 

（３）～（５）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．（略） 

５．健康福祉対策部 

（１）（略） 

の指示に関すること 

□ 現場員に対する物資の配給に関すること 

（３）～（５）（略） 

３．政策企画対策部 

（１）政策推進課 

□ 復旧・復興の総括的計画に関すること 

□ 海外からの応援協力等に対する連絡調整に関すること 

（２）情報政策課 

□ 情報機器の保全に関すること 

（３）秘書広報課 

□ 本部長・副本部長（両副市長）の秘書に関すること 

□ 見舞者等への応接に関すること 

□ 渉外に関すること 

□ 災害に関する写真・ビデオ等による記録に関すること 

□ 報道機関との連絡調整及び災害広報に関すること 

□ 避難指示等の広報に関すること 

（４）人事課 

□ 職員の安否確認に関すること 

□ 職員の公務災害等の補償に関すること 

□ 職員の仮眠室等、健康管理に関すること 

□ 職員の給食及び被服等に関すること 

４．（略） 

５．健康福祉対策部 

（１）（略） 
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改正後 改正前 

（２）（略） 

（３）生活支援課 

□ 生活保護世帯、生活困窮者、行旅の被災状況調査に関すること 

（４）（略） 

（５）健康・医療連携課 

（略） 

（６）（略） 

６．こども未来対策部 

（１）（略） 

（２）こども施設課 

□ 市立保育所の被害調査及び応急対策に関すること 

□ 市立幼稚園の被害調査及び応急対策に関すること 

□ 被災した園児・保育児童の状況調査、応急対策、及び応急保育等に関

すること 

□ 民間保育施設等の被害調査、報告に関すること 

 

 

（削除） 

 

（３）各保育所・幼稚園 

（略） 

７．都市整備対策部 

（１）都市デザイン課 

□ 建物の応急危険度判定に関すること 

（２）（略） 

（３）生活支援課 

□ 生活保護世帯、生活困窮者、行路の被災状況調査に関すること 

（４）（略） 

（５）健康課 

（略） 

（６）（略） 

６．こども未来対策部 

（１）（略） 

（２）こども施設課 

□ 市立保育所の被害調査及び応急対策に関すること 

□ 市立幼稚園の被害調査及び応急対策に関すること 

 

 

 

（３）保育幼稚園課 

□ 被災した園児・保育児童の状況調査及び応急対策に関すること 

□ 民間保育施設等の被害調査、報告に関すること 

□ 応急保育の実施に関すること 

（４）各保育所・幼稚園 

（略） 

７．都市整備対策部 

（１）都市計画課 

□ 建物の応急危険度判定に関すること 
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改正後 改正前 

□ 応急危険度判定の実施に関すること 

□ 空家対策に関すること 

□ 市有建物の応急修理及び緊急装置の準備に関すること 

□ 応急仮設住宅の建設に関すること 

□ 所管工事現場の災害防止に関すること 

□ 復旧工事に係る委託業者及び機械の動員、配置並びに応急対策活動

の指示に関すること 

□ 現場員に対する物資の配給に関すること 

（２）（略） 

（３）まちとみどり保全課 

□ 道路・橋梁等の被害調査及び応急対策に関すること 

□ 土砂、災害廃棄物等、廃材等道路障害物の除去及び道路啓開に関する

こと 

□ 応急資機材の調達に関すること 

□ 河川、水路の被害調査、報告に関すること 

□ 用排水路等の障害物除去及び応急対策に関すること 

□ 法定外公共物の管理・運営に関すること 

□ 交通対策関係機関等との連絡調整に関すること 

（削除） 

□ ため池管理者との連絡調整に関すること 

□ ため池の被害調査及び応急対策に関すること 

□ 樋門の管理に関すること 

□ 農作物、農地の被害調査に関すること 

□ 公園・街路樹等の被害調査及び応急対策に関すること 

□ 応急危険度判定の実施に関すること 

□ 空家対策に関すること 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

（３）まち保全課 

□ 道路・橋梁等の被害調査及び応急対策に関すること 

□ 土砂、災害廃棄物等、廃材等道路障害物の除去及び道路啓開に関する

こと 

□ 応急資機材の調達に関すること 

□ 河川、水路の被害調査、報告に関すること 

□ 用排水路等の障害物除去及び応急対策に関すること 

□ 法定外公共物の管理・運営に関すること 

□ 交通対策関係機関等との連絡調整に関すること 

（４）農とみどり保全課 

□ ため池管理者との連絡調整に関すること 

□ ため池の被害調査及び応急対策に関すること 

□ 樋門の管理に関すること 

□ 農作物、農地の被害調査に関すること 
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改正後 改正前 

□ 災害用農林金融あっせんに関すること 

（４）下水道課 

□ 雨水ポンプ場の管理・運営に関すること 

□ 公共下水道施設の被害調査､報告に関すること 

□ 公共下水道の応急対策に関すること 

（削除） 

□ 浸水箇所等の確認巡視に関すること 

□ 所管工事現場の災害防止に関すること 

□ 公共下水道の復旧工事に係る委託業者及び機械の動員、配置並びに

応急対策活動の指示に関すること 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

８．教育対策部 

（略） 

 

第２ 大阪南消防組合 

□ 防災に関する教育及び訓練に関すること 

□ 防災資機材の整備点検に関すること 

□ 災害用農林金融あっせんに関すること 

（５）下水道総務課 

□ 雨水ポンプ場の管理・運営に関すること 

□ 公共下水道施設の被害調査､報告に関すること 

□ 公共下水道の応急対策に関すること 

（６）下水道工務課 

□ 浸水箇所等の確認巡視に関すること 

□ 所管工事現場の災害防止に関すること 

□ 公共下水道の復旧工事に係る委託業者及び機械の動員、配置並びに

応急対策活動の指示に関すること 

８．市民病院対策部 

□ 災害医療センターの運営に関すること 

□ 救急患者の収容及び診療に関すること 

□ 医薬品及び医療材料の調達・供給に関すること 

□ 医療班の編成及び派遣に関すること 

□ 入院患者の安否確認及び避難誘導等に関すること 

□ その他病院に関すること 

□ 市民病院の被害調査及び応急措置に関すること 

９．教育対策部 

（略） 

 

第２ 柏原羽曳野藤井寺消防組合 

□ 防災に関する教育及び訓練に関すること 

□ 防災資機材の整備点検に関すること 
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改正後 改正前 

□ 災害情報等の収集及び必要な広報に関すること 

□ 災害の防除、警戒、鎮圧に関すること 

□ 要救助被災者の救出、救助に関すること 

□ 傷病者の救急搬送に関すること 

□ 大阪南消防組合庁舎等の被害調査及び応急措置に関すること 

 

 

第８ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

２．西日本電信電話株式会社（関西支店）及び株式会社ＮＴＴドコモ（関西

支社）（以下、本計画においては「西日本電信電話株式会社等」という。）、

ＫＤＤＩ株式会社（関西総支社）、ソフトバンク株式会社 

 

 

４．大阪ガスネットワーク株式会社 

 

６．市災害医療センター（医療法人ラポール会 青山病院） 

□ 災害医療センターの運営に関すること 

□ 救急患者の収容及び診療に関すること 

□ 医療班の編成及び派遣に関すること 

 

第２編 災害予防対策 
第１章 防災体制の整備 

第３節 消火・救助救急体制 
第２ 消防体制の充実強化 

□ 災害情報等の収集及び必要な広報に関すること 

□ 災害の防除、警戒、鎮圧に関すること 

□ 要救助被災者の救出、救助に関すること 

□ 傷病者の救急搬送に関すること 

□ 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部庁舎等の被害調査及び応急措置

に関すること 

 

第８ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

２．西日本電信電話株式会社（大阪支店）、ＮＴＴコミュニケーションズ株式

会社（関西営業支店）及び株式会社ＮＴＴドコモ（関西支社）（以下、本計

画においては「西日本電信電話株式会社等」という。）、ＫＤＤＩ株式会社

（関西総支社）、ソフトバンク株式会社 

 

４．大阪ガス株式会社 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防対策 
第１章 防災体制の整備 

第３節 消火・救助救急体制 
第２ 消防体制の充実強化 
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改正後 改正前 

５．広域消防応援に係る受援体制の確立 

地震災害の規模やその態様等によっては、広域消防応援による消防活動

が不可欠であることから、大阪南消防組合緊急消防援助隊受援計画に基づ

き、迅速な情報連絡体制の確立を図るとともに、緊急消防援助隊、大阪府

下広域消防相互応援協定等で出動する応援隊の活動拠点（被災地進出拠

点、宿営地等）について充実した受入体制の整備に努める。 

 

第４節 災害時医療体制 
第３ 現地医療体制の整備 

２．医療救護班の編成基準 

医療救護班は、市災害医療センターの医師等による医療救護班（医師１

名以上、看護師２名、その他１名の４人以上で構成する。）１班と、市医師

会関係機関に医師等の派遣を要請して編成する医療救護班（医師２名以

上、看護師２名、事務職１名の５名以上で構成する。）３班とし、参集場所

はそれぞれ市災害医療センター、保健センターとする。 

 

第４ 後方医療体制の整備 

１．災害医療機関の整備 

（３）市災害医療センター 

市は、医療救護活動の拠点として医療法人ラポール会 青山病院を

市災害医療センターに指定するとともに、災害時における連携体制の

充実を図る。 

第６節 避難受入れ体制 
第５ 避難指示等の事前準備 

５．広域消防応援に係る受援体制の確立 

地震災害の規模やその態様等によっては、広域消防応援による消防活動

が不可欠であることから、柏原羽曳野藤井寺消防組合緊急消防援助隊受援

計画に基づき、迅速な情報連絡体制の確立を図るとともに、緊急消防援助

隊、大阪府下広域消防相互応援協定等で出動する応援隊の活動拠点（被災

地進出拠点、宿営地等）について充実した受入体制の整備に努める。 

 

第４節 災害時医療体制 
第３ 現地医療体制の整備 

２．医療救護班の編成基準 

医療救護班は、市民病院の医師等による市民病院医療救護班（医師１名

以上、看護師２名、その他１名の４人以上で構成する。）１班と、市医師会

関係機関に医師等の派遣を要請して編成する地域医療救護班（医師２名以

上、看護師２名、事務職１名の５名以上で構成する。）３班とし、参集場所

はそれぞれ市民病院、保健センターとする。 

 

第４ 後方医療体制の整備 

１．災害医療機関の整備 

（３）市災害医療センター（市民病院） 

市は、医療救護活動の拠点として市民病院を市災害医療センターに

指定するとともに、市民病院の設備等の充実を図る。 

 

第６節 避難受入れ体制 
第５ 避難指示等の事前準備 
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市は、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保といった避難情報について、

河川管理者、水防管理者、気象庁等の協力を得つつ、洪水等の災害事象の特

性、収集できる情報を踏まえ、避難すべき区域や判断基準、伝達方法、警戒

レベルに対応した避難行動や避難の際の留意点等を明確にしたマニュアル

を作成し、市民への周知及び意識啓発に努める。 

１．避難情報の判断・伝達マニュアルの作成 

市は、市域の河川特性等を考慮し作成した洪水に対する「避難情報の判

断・伝達マニュアル」（令和６年２月改訂）について、近年の都市型豪雨等

に対応するため、タイムライン等の最新の知見を参考にするなど、適宜、

マニュアルを改訂する。 

 

第６ 避難誘導体制の整備 

１．市 

（３）「避難情報の判断・伝達マニュアル」（令和６年２月改訂）に基づき、

避難情報について、河川管理者、水防管理者、気象庁等の協力を得つ

つ、適切なタイミングによる発令及び迅速かつ的確な情報伝達を図

る。 

 

第８節 ライフライン確保体制 
第４ ガス（大阪ガスネットワーク株式会社） 

第６ 市民への広報 

２．電気・ガス 

関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社及び大阪ガスネットワーク

株式会社は、飛散物による停電の拡大や、感電、漏電、ガスの漏洩、爆発、

市は、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）といっ

た避難情報について、河川管理者、水防管理者、気象庁等の協力を得つつ、

洪水等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、避難すべき区域や判断

基準、伝達方法、警戒レベルに対応した避難行動や避難の際の留意点等を明

確にしたマニュアルを作成し、市民への周知及び意識啓発に努める。 

１．避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成 

市は、市域の河川特性等を考慮し作成した洪水に対する「避難勧告等の

判断・伝達マニュアル」（平成２７年９月作成）について、近年の都市型豪

雨等に対応するため、タイムライン等の最新の知見を参考にするなど、適

宜、マニュアルを改訂する。 

 

第６ 避難誘導体制の整備 

１．市 

（３）「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」（平成２７年９月作成）に基

づき、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）等

について、河川管理者、水防管理者、気象庁等の協力を得つつ、適切

なタイミングによる発令及び迅速かつ的確な情報伝達を図る。 

 

第８節 ライフライン確保体制 
第４ ガス（大阪ガス株式会社） 

第６ 市民への広報 

２．電気・ガス 

関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社及び大阪ガス株式会社は、

飛散物による停電の拡大や、感電、漏電、ガスの漏洩、爆発、出火等の二
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出火等の二次災害を防止するため、災害時における注意事項等について広

報する。 

 

第３章 災害予防対策の推進 

第１節 都市の防災機能の強化 
第６ ライフライン災害予防対策 

４．ガス（大阪ガスネットワーク株式会社） 

 

第３編 自然災害応急対策 
第１章 活動体制の確立 

第１節 組織動員計画 
第１ 災害時の配備体制 

市は市域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、被害を最小

限にとどめるため、市長を本部長とする「災害対策本部」を設置して職員の

動員配備を行い、災害応急対策活動を行う体制を確立する。 

市域に気象注意報（大雨・洪水注意報等）が発表されるなど、情報収集活

動が必要な場合、状況に応じて危機管理担当職員が情報収集体制をとる。ま

た災害対策本部を設置する前の段階、又は災害対策本部を設置するに至らず

警戒を中心とする場合で必要があると認めるときは、危機管理監を中心とす

る「事前配備体制」、副市長を本部長とする「災害対策初動本部」を設置し、

被害情報の把握、調査、市民の避難や応急処理等小規模な災害の発生に対処

する体制をとる。配備体制の職員は、通常業務より災害対策配備業務を優先

する。 

災害時における職員の配備基準及び配備体制を以下に示す。 

次災害を防止するため、災害時における注意事項等について広報する。 

 

 

第３章 災害予防対策の推進 

第１節 都市の防災機能の強化 
第６ ライフライン災害予防対策 

４．ガス（大阪ガス株式会社） 

 

第３編 自然災害応急対策 
第１章 活動体制の確立 

第１節 組織動員計画 
第１ 災害時の配備体制 

市は市域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、被害を最小

限にとどめるため、市長を本部長とする「災害対策本部」を設置して職員の

動員配備を行い、災害応急対策活動を行う体制を確立する。 

市域に気象注意報（大雨・洪水注意報等）が発表されるなど、情報収集活

動が必要な場合、状況に応じて危機管理担当職員が情報収集体制をとる。ま

た災害対策本部を設置する前の段階、又は災害対策本部を設置するに至らず

警戒を中心とする場合で必要があると認めるときは、危機管理監を中心とす

る「事前配備体制」、両副市長を本部長とする「災害対策初動本部」を設置し、

被害情報の把握、調査、市民の避難や応急処理等小規模な災害の発生に対処

する体制をとる。配備体制の職員は、通常業務より災害対策配備業務を優先

する。 

災害時における職員の配備基準及び配備体制を以下に示す。 
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第２ 災害対策初動本部の活動体制 

１．災害対策初動本部の設置基準 

災害が発生した場合又は災害発生が予想される場合は、副市長に報告の

上、副市長を本部長とする市災害対策初動本部を設置する。 

 

３．災害対策初動本部の組織及び配備 

（１）災害対策初動本部の組織は次のとおりとする。 

① 初動本部長には副市長を、初動副本部長には危機管理監をあて

る。 

 

第３ 災害対策本部の活動体制 

３．災害対策本部の組織 

（１）災害対策本部の組織は次のとおりとする。 

② 副本部長には、副市長、教育長、危機管理監をあてる。 

 

第３節 広域応援等の要請・受入れ・支援 
第７ 民間との協力 

１．労働者の確保 

（３）民間協力団体の活用 

災害発生時に市職員、派遣職員等の災害対策要員の活動を支援する

ため、必要に応じて民間協力団体に対して、応急対策又は復旧対策の

ための労務提供を要請する。ここでいう民間協力団体とは、赤十字奉

仕団、市医師会、市歯科医師会及び市薬剤師会、市災害医療センター、

社会福祉協議会、農業協同組合、商工会、区長会、自主防災組織等の

第２ 災害対策初動本部の活動体制 

１．災害対策初動本部の設置基準 

災害が発生した場合又は災害発生が予想される場合は、両副市長に報告

の上、両副市長を本部長とする市災害対策初動本部を設置する。 

 

３．災害対策初動本部の組織及び配備 

（１）災害対策初動本部の組織は次のとおりとする。 

① 初動本部長には両副市長を、初動副本部長には危機管理監をあ

てる。 

 

第３ 災害対策本部の活動体制 

３．災害対策本部の組織 

（１）災害対策本部の組織は次のとおりとする。 

② 副本部長には、両副市長、教育長、危機管理監をあてる。 

 

第３節 広域応援等の要請・受入れ・支援 
第７ 民間との協力 

１．労働者の確保 

（３）民間協力団体の活用 

災害発生時に市職員、派遣職員等の災害対策要員の活動を支援する

ため、必要に応じて民間協力団体に対して、応急対策又は復旧対策の

ための労務提供を要請する。ここでいう民間協力団体とは、赤十字奉

仕団、市医師会、市歯科医師会及び市薬剤師会、社会福祉協議会、農

業協同組合、商工会、区長会、自主防災組織等の公共的団体をいう。 
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公共的団体をいう。 

 

第２章 情報収集伝達・警戒活動 

第１節 警戒期の情報伝達 
第３ 気象予警報等・特別警報の関係機関への伝達経路 

３．気象予警報等の収集伝達 

（２）危機管理室は、この予警報等を受信したときは、必要に応じ市長・

副市長に報告するとともに、関係各課に連絡する。 

 

第２節 警戒活動 
第３ ライフライン・交通等警戒活動 

１．ライフライン事業者 

（３）ガス（大阪ガスネットワーク株式会社） 

 

第３章 消火・救助救急・医療救護 

第２節 医療救護活動 
第３ 現地医療対策 

１．医療救護班の編成 

災害時において、通常の医療体制では対応できない多数の傷病者が一時

に発生した場合には、健康・医療連携課は、速やかに市内医療機関の被害

状況を把握し、市内医療機関の被害により地域に医療の空白地帯が生じた

場合には、救護所を設置するとともに、市災害医療センター、市医師会等

の協力を得て、医療救護班を編成して傷病者の治療や応急処置を行う。医

療救護班は、市災害医療センターの医師等による医療救護班（医師１名以

 

 

第２章 情報収集伝達・警戒活動 

第１節 警戒期の情報伝達 
第３ 気象予警報等・特別警報の関係機関への伝達経路 

３．気象予警報等の収集伝達 

（２）危機管理室は、この予警報等を受信したときは、必要に応じ市長・

両副市長に報告するとともに、関係各課に連絡する。 

 

第２節 警戒活動 
第３ ライフライン・交通等警戒活動 

１．ライフライン事業者 

（３）ガス（大阪ガス株式会社） 

 

第３章 消火・救助救急・医療救護 

第２節 医療救護活動 
第３ 現地医療対策 

１．医療救護班の編成 

災害時において、健康福祉対策部及び市民病院対策部が中心となって、

通常の医療体制では対応できない多数の傷病者が一時に発生した場合に

は、市民病院の医師、看護師等により市民病院医療救護班を編成する。同

時に健康課は、速やかに市内医療機関の被害状況を把握し、市内医療機関

の被害により地域に医療の空白地帯が生じた場合には、救護所を設置する

とともに、市医師会等の協力を得て、地域医療救護班を編成して傷病者の
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上、看護師２名、その他１名の４人以上で構成する。）１班と、市医師会関

係機関に医師等の派遣を要請して編成する医療救護班（医師２名以上、看

護師２名、事務職１名の５名以上で構成する。）３班とし、参集場所はそれ

ぞれ市災害医療センター、保健センターとする。 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

５．医療救護班の受入れ・調整 

（１）市 

医療救護班の受入れ窓口を健康・医療連携課とし、保健所の支援・

協力のもと救護所への配置調整を行う。 

 

第４ 後方医療対策 

３．災害医療機関の役割 

（３）市災害医療センター 

 

治療や応急処置を行う。 

 

 

 

（１）市民病院医療救護班の整備 

市民病院は、市民病院の医師等により、医療救護班を編成し、傷病

者の治療や応急処置を行う。なお、編成数は１班とし、最低医師１名、

看護師２名、その他１名の４人以上で構成する。 

（２）地域医療救護班の整備 

災害の状況に応じて、地域に救護所を設置するとともに、藤井寺市

医師会等関係機関に医師等の派遣を要請し、地域医療救護班を編成す

る。編成数は３班とし、１班当たり最低医師２名、看護師２名、事務

職１名の５名で構成する。なお、スタッフは、保健センターに参集す

る。 

 

５．医療救護班の受入れ・調整 

（１）市 

医療救護班の受入れ窓口を健康課とし、保健所の支援・協力のもと

救護所への配置調整を行う。 

 

第４ 後方医療対策 

３．災害医療機関の役割 

（３）市災害医療センター（市民病院） 
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第４章 避難行動 

第１節 避難誘導 
第１ 避難情報 

 

１．避難情報発令により立ち退き避難が必要な市民等に求める行動 

 

２．実施者 

（１）避難情報 

市長は、市民の生命又は身体を災害から保護し、及び災害の拡大を

防止するため特に必要があると認める場合は、避難のための立ち退き

を指示する。また、避難のための立ち退きを行うことにより、かえっ

て人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認めるときは、当該

地域の住民等に対し、屋内での待避その他の屋内における避難のため

の安全確保に関する措置を指示する。これらの措置を講じた場合は、

速やかに知事に報告する。 

 

（中略） 

 

さらに、避難のための立ち退きを指示しようとする場合等におい

て、必要があると認めるときは、指定行政機関の長・指定地方行政機

関の長・知事に対し、指示に関する事項について、助言を求めること

とし、迅速に対応できるよう、あらかじめ連絡調整窓口、連絡の方法

を取り決め、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えて

おく。 

 

第４章 避難行動 

第１節 避難誘導 
第１ 避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始、災害発

生情報 

１．避難勧告等により立ち退き避難が必要な市民等に求める行動 

 

２．実施者 

（１）災害発生情報、避難指示、避難勧告 

市長は、市民の生命又は身体を災害から保護し、及び災害の拡大を

防止するため特に必要があると認める場合は、避難のための立ち退き

を勧告・指示する。また、避難のための立ち退きを行うことにより、

かえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認めるとき

は、当該地域の住民等に対し、屋内での待避その他の屋内における避

難のための安全確保に関する措置を指示する。これらの措置を講じた

場合は、速やかに知事に報告する。 

 

（中略） 

 

さらに、避難のための立ち退きを指示しようとする場合等におい

て、必要があると認めるときは、指定行政機関の長・指定地方行政機

関の長・知事に対し、勧告又は指示に関する事項について、助言を求

めることとし、迅速に対応できるよう、あらかじめ連絡調整窓口、連

絡の方法を取り決め、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備

を整えておく。 
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また、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平常時から災害時に

おける優先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するため

の役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に努める。 

助言を求められた指定行政機関の長・指定地方行政機関の長・知事

は、避難指示等の対象地域、判断時期等、所掌事務に関し、必要な助

言を行う。 

これら避難指示等の解除に当たっては、十分に安全性の確認に努め

る。 

市長は、避難行動要支援者の避難行動支援に関する全体計画等に基

づき、避難行動要支援者への避難指示等を実施する。 

知事は、市が事務の全部又は大部分の事務を行うことができなくな

ったときは、避難のための立ち退きの指示に関する措置の全部又は一

部を市長に代わって行う。 

 

（２）高齢者等避難 

知事又はその命を受けた職員若しくは水防管理者は、河川及びため

池で警戒水位に達するなど洪水等により被害が発生するおそれがあ

る場合は、対象となる地域の住民に対し、防災行政無線（同報系）等

により避難の準備を指示する。 

市長は、避難行動要支援者については、避難行動に時間を要するこ

とを踏まえ、「避難情報の判断・伝達マニュアル」等に基づき、高齢者

等避難を発令・伝達する。 

 

第２ 避難の方法 

また、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平常時から災害時に

おける優先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するため

の役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に努める。 

助言を求められた指定行政機関の長・指定地方行政機関の長・知事

は、避難指示の対象地域、判断時期等、所掌事務に関し、必要な助言

を行う。 

これら避難指示等の解除に当たっては、十分に安全性の確認に努め

る。 

市長は、避難行動要支援者の避難行動支援に関する全体計画等に基

づき、避難行動要支援者への避難指示等を実施する。 

知事は、市が事務の全部又は大部分の事務を行うことができなくな

ったときは、避難のための立ち退きの勧告及び指示に関する措置の全

部又は一部を市長に代わって行う。 

 

（２）避難準備・高齢者等避難開始 

知事又はその命を受けた職員若しくは水防管理者は、河川及びため

池で警戒水位に達するなど洪水等により被害が発生するおそれがあ

る場合は、対象となる地域の住民に対し、防災行政無線（同報系）等

により避難の準備を指示する。 

市長は、避難行動要支援者については、避難行動に時間を要するこ

とを踏まえ、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」等に基づき、避難

準備・高齢者等避難開始を発令・伝達する。 

 

第２ 避難の方法 
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改正後 改正前 

１．事前措置 

市長等の指示の実施者は、避難のための立ち退きの万全を図るため、対

象となる地域の住民に対し、次の事項を事前に周知徹底させ、災害時の自

主的な避難準備体制を指導する。 

 

３．避難者の誘導等 

（４）避難者の心得 

⑥ 身近に危険が迫ったときは、避難情報を待たずに自主的に（でき

るだけ集団で）避難する。 

 

第２節 指定避難所の開設・運営 
第２ 避難受入れの対象者 

（２）災害によって現に被害を受けるおそれがある者 

① 避難情報の対象となる者 

② 避難情報は発せられていないが、緊急に避難する必要のある者 

 

第５編 災害復旧復興対策 

第１章 生活の安定 

第４節 ライフライン等の復旧 
第４ ガス（大阪ガスネットワーク株式会社） 

 

第５ 電気通信（西日本電信電話株式会社（関西支店）、ＫＤＤＩ株式会社

（関西総支社）、ソフトバンク株式会社） 

１．事前措置 

市長等の勧告又は指示の実施者は、避難のための立ち退きの万全を図

るため、対象となる地域の住民に対し、次の事項を事前に周知徹底させ、

災害時の自主的な避難準備体制を指導する。 

 

３．避難者の誘導等 

（４）避難者の心得 

⑥ 身近に危険が迫ったときは、避難指示を待たずに自主的に（でき

るだけ集団で）避難する。 

 

第２節 指定避難所の開設・運営 
第２ 避難受入れの対象者 

（２）災害によって現に被害を受けるおそれがある者 

① 避難指示の対象となる者 

② 避難指示は発せられていないが、緊急に避難する必要のある者 

 

第５編 災害復旧復興対策 

第１章 生活の安定 

第４節 ライフライン等の復旧 
第４ ガス（大阪ガス株式会社） 

 

第５ 電気通信（西日本電信電話株式会社（大阪支店）、ＫＤＤＩ株式会社

（関西総支社）、ソフトバンク株式会社） 

 


